
資料2-1

心臓移植希望者 (レシピエント)選択基準 (案 )

1.適合条件

(1)ABO式 1lL液 41

A B Ottlit液型の ―致 (identical)及び適合 (conpatiblo)σ )待機者を候補者とす

る。

(2)体重 (サイう

体重差は-20%～ 30%であることがマ4ま しい。

ただし、移植希望者 (レ シピエン ト)が 4ヽ児である場合は、この限りではない。

(3)内初惑作抗体

リンパ球||'1接交差試験 (ダ イレクト・ク|■ スマッチう・スト)を実施 し、抗
´

l｀ 利‖胞抗体

が1会ヤLであることを確l忍する。

パネルテス トが陰14iグ )場合、リンバ球|「 [接交差試験 (ダイレク ト・クロスマッチテス

ト)は省略することができる(,

(4)CMV抗 体

CMV抗体陰|イ |:の移オ11:希望者
・

(レ シビ」lン ト)に対しては、CMV抗 体陰性の蹴極器提

供者
・

(ドナー)が望ましい。

(5)I‖ ンAメ 11

当1由 i、 選択基準にしないが、′Z、ず検査し、〈ヽ録する。

(6)虚 1lLlll容 時 間

臓器提供者
^(ドナー)の′L寸‖茂をliii出 してかい411+||ll以 内にliL流 II∫ |;‖ することが望まし

い 。

2. 優先川チ〔イヽア

通合条件に合致する移植希望什 (レ シビエン ト)が複数存在する場合には、優先順位

は、以 ドの順に勘案して決定する.

(1)親族

臓器の移植に関する法律第 6条の 2のん1定に基づき、お1族に対し11義器を優先的に提供

づ
~る

′意思が表示さオしていた場合には、当該わ↓族を優先する。



(2)医学的緊急度

定義 : St′ atus l:次 の (ア)から (工)までのいずれか 1つ以「1に該型1する状態。

(ア )補りJ人 11:′ い臓を装着中の状態

(イ )人動脈内バルーンパンピング (IABP)、 経皮的心肺補llJJ装 置

0)0)5)又 は動青御脈バイパス (V川3)を装着中の状態

(ウ )人 I」呼吸施行中の状態

(工 )iCtl、 CCU等の重り11空に収容され、かつ、カテコラミン等の強

′とヽ業の持続的な点滴投′ルを行つている状態

*カテコラミン等の強′い薬にはフォスフォディエステラーゼ‖1.

害薬なども含まれる

* ただし、18歳未満に限り、重症室に収容されていない場合

であって、カテコラミン等の強心薬の持続的な点滴投りを行っ

ている状態も含まれる (重症室にllX容 されていない場合であっ

て、登録中に 18歳以 11と なった場合には Stams 2と する)

Status 2:待機中の患杵で、 ll記以外の状態

Status 3:Status I、 Stalus 2で待機中、除外条件 (感染りi:等)をイ「する

ツ(態のため ・||キ的に待機 リストか為削1除 さオした1人態

Stallis i、 St:lttis 2の順に優先する。(3.の具体的選択方法を参l【{)。 また、St a tlls

3へυ)変 更が登録された時点で、選択対象か |,外れる。除外条件がなくなり、Statt:s

I又は St′ 1ltis 2ン 、
||「 イト録された時点から、移111:希望者 (レ シビエン ト)と して選|りく対

象となる。

(3)旬 i齢

臓暑縦 供者 (ドナー)が 18歳木満の場合に壁、‖本朋義器移植ネッL2=ク に移盤布望

者 (レ シピエン ト)の登録を行つた時′イIにおいて 18歳未満の移植希望者 (レ シピエン ト)

を優先する (3.の具体的選択方法を参‖(()`、

(4)A13 0JtliL7夜′i彎

A B OttliL液ノ11の ・致 (idontical)司
~る

.者・を適合 (c()mpatiblc)づ
~る

者より優先する

(3.の具体的選択方法を参|〔 ()。

(5)待機すり|||||

以 卜の条件が全て同 ‐の移植希マ4者 (レ シビ'エ ン ト)が複数存在する場合は、待機

期||‖ の長い荷を優先する.



OStatus lの移植希耀者 (レシピエン ト)1間では、待機期間は St,atus lの 延ベロ数

とする。

(注)移植希望者 (レ シピエン ト)の登録時に 18歳未満で、Status I(工)に該

当していた患者が、その後 18歳以 ‐11と なり、重症室に1又容されていないため

Status 2と なつたが、再度、Status lの状態となったときは、18歳未満に Status

lに該当していた期間もStatus Iの 延べ‖数に含まれる。

OStatus 2の移有|:希マ4什 (レ シビエン ト)1間では、待機ナ切|1号 は登録 日からの延べ‖

数とする。

3.具体的選|りく方法

(1)ル歳器提供者 (ドナー)が 18歳以 11の場合

)り 1(立 * A130式 liL液り
11

1

Ｃ
め Itus I

・

`女2 適合

3

SIirlus2
・

`:'〔4 適合

* 同順位内に複数″:の移植希・マ4/‐ (レ シビblン ト)が存在する場合には待機期|‖ |

の1こ しヽだ
・
を優先する1)

(2)臓琳隅卸 者々 (ドリ
~―)が 1 8歳未71靱ルソ｀

/Jl■

)り (イ立* 医学的緊急度 イl:齢 A130式 lli液型

ｌ
一

Status l

18歳未満

‐
致

2 適 合

3
1 8歳以 11

‐
致

４
一

通合

５
一

Status 2

18歳未満
^致

６
一

適合

７
一 1 8歳以 11

・致

８
一

適合

* 同lり〔位内に複数″lの移オ111希マ4者 (レ シピエント)がイr在する場合には待機期間

のlK・ い者を優先する。



4.そグ)他

将来、Status Iの移植希望者 (レ シピエン ト)が増加すると、Oノ :り の臓器提夕:者 (ドナ

ー)からのル機器が順位 2の移有11希マ4F(レ シビエン ト)に li己分され、Status 2の移1ギ1希望者

(レ シビエン ト)に 11己分されない事態が41じ ることが ,想される。このことを含め、今後、

しな医学的知見などを踏まえ

基準の見iriし をすることとする。




